
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区計画の決定

（奈良市決定）

都市計画左京五丁目地区計画を次のように決定する。 （平成28年12月20日決定）

名 称 左京五丁目地区計画

位 置 奈良市左京五丁目の一部

面 積 約 ４．４ ha

区域の 地区計画の 本地区は市の北部に位置し、南約６００ｍにJR平城山駅、北約

目標 ５００ｍに京奈和自動車道木津ICがあり交通利便性が高く、また西

整備・ 側には低層住宅地が形成され緑豊かで自然環境にも恵まれた地区で

ある。

開発及 本地区計画は、適正かつ合理的な土地利用を図るとともに、本地

区及び周辺の市街地環境の確保を図り、良好な住宅市街地を形成す

び保全 ることを目標とする。

に関す 土地利用の 周辺の居住環境との調和を考慮しつつ、主として良好な低層戸建

方針 て住宅地の形成を図ることにより、魅力ある街並みを誘導する。

る方針

地区施設の 地区施設については、幅員６ｍ以上の道路を適正に配置し、開発

整備の方針 事業により整備を行うとともに、その機能、環境が損なわれないよ

う維持・保全を図る。

建築物等の 良好な市街地環境、魅力ある街並みの形成を図るため、建築物の

整備の方針 用途の制限、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の容積率の最高

限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等

の高さの最高限度及び建築物等の形態及び意匠の制限を定め適正な

誘導・規制を行う。

地 建 建築物の用 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

区 築 途の制限 （１）住宅(長屋、重ね建て住宅及び共同住宅を除く。以下同じ。)

整 物 （２）延べ面積の２分の１以上を居住の用に供し、かつ、次のアか

備 等 らクまでの一に掲げる用途を兼ねる住宅（これらの用途に供す

計 に る部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。）

画 関 ア. 事務所（汚物運搬用自動車又は危険物運搬用自動車のため

す の駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除



る く。）

事 イ. 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫

項 茶店

ウ. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、

貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他

これらに類するサービス業を営む店舗（原動機を使用する

場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下の

ものに限る。）

オ. 自家販売のために食品製造業（食品加工業を含む。）を営

むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するも

の（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が

0.75キロワット以下のものに限る。）

カ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

キ. 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房（原

動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キ

ロワット以下のものに限る。）

ク．神社、寺院、教会その他これらに類するもの

（３）診療所（患者の収容施設を持つものを除く。）

（４）近隣に居住する者の利用に供するために設ける公民館及び集

会所

（５）巡査派出所

（６）公衆電話所

（７）近隣に居住する者の利用に供する公園又は緑地に設けられる

公衆便所及び休憩所

（８）路線バスの停留所の上家

（９）前各号の建築物に附属するもの（次のアからエまでに掲げる

ものを除く。）

ア. 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内

にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物

の築造面積（当該築造面積が50平方メートル以下である場

合には、その値を減じた値）を加えた値が600平方メート

ル（同一敷地内にある建築物（自動車車庫の用途に供する

部分を除く。）の延べ面積の合計が600平方メートル以下の

場合においては、当該延べ面積の合計）を超えるもの

イ. 自動車車庫で２階以上の部分にあるもの

ウ. 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

エ. 別表第１に定める数量を超える危険物（同表に数量の定め

のない場合にあってはその数量を問わないものとし、地下

貯蔵槽により貯蔵される第一石油類、アルコール類、第二



石油類、第三石油類及び第四石油類を除く。）の貯蔵又は

処理に供する建築物

建築物の建

ぺい率の最 １０分の５

高限度

建築物の容

積率の最高 １０分の８

限度

建築物の敷 １６５平方メートル

地面積の最 ただし、次の各号に掲げる建築物の敷地については、この限りで

低限度 ない。

（１）巡査派出所

（２）公衆電話所

（３）近隣に居住する者の利用に供する公園又は緑地に設けられる

公衆便所及び休憩所

（４）路線バスの停留所の上家

壁面の位置 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

の制限 は、１.０メートル以上とする。

ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物

の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(１) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３．０メー

トル以下であるもの

(２) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３メー

トル以下で、かつ、床面積の合計が５平方メートル以内である

もの

建築物の高 建築物の各部分の高さは、次の各号に掲げるもの以下とする。

さの最高限 (１）１０メートル。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見

度 塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面

積の合計が当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合におい

ては、その部分の高さは、５メートルまでは、当該建築物の高

さに算入しない。

(２) 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線まで

の真北方向の水平距離に１．２５を乗じて得たものに５メート

ルを加えたもの。ただし、北側の前面道路の反対側に水面、線

路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該



前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これら

に類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他

これらに類するものの幅の２分の１だけ外側にあるものとみな

す。また、建築物の敷地の地盤面が北側の隣地（北側に前面道

路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をい

う。以下同じ。) の地盤面（隣地に建築物がない場合において

は、当該隣地の平均地表面をいう。）より１メートル以上低い

場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差か

ら1メートルを減じたものの２分の１だけ高い位置にあるもの

とみなす。

建築物等の １ 建築物の屋根の色彩は、別表第2に掲げる色相及び明度の区分

形態又は意 に応じた彩度を超えないこと。ただし、陸屋根についてはこの限

匠の制限 りではない。

２ 建築物の外壁又はこれらに代わる柱の色彩は、別表第2に掲げ

る色相及び明度の区分に応じた彩度を基準とすることとし、塗り

分けによる意匠は、色相及び色調をそろえる等、穏やかな印象と

なるよう配色すること。

３ 建築物の屋上に設ける水槽、クーリングタワー、キュービクル

等の建築設備は壁面の立ち上げ又はルーバー等で覆い、建築物本

体と調和を図る修景を施し、眺望及び景観に配慮すること。

４ 地上に設ける水槽、クーリングタワー、キュービクル等の建築

設備及び立体駐車場施設は、道路、公園等の公共施設から直接見

えないよう植栽又はルーバー等で覆うこと。

５ フェンス、ルーバーその他これらに類するものは、こげ茶色又

は建築物と調和した同系色とすること。ただし、自然素材を使用

する場合は、この限りでない。

６ 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、独立型屋外広告物の支柱（枠を含

む。）その他これらに類するものは、こげ茶色とする。

７ 広告物に関する規制は、別表第3のとおりとする。

区域は、計画図表示のとおり。
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